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内容 改正前 改正案

・納税地に異動があった場合の異動届出書（※1）の提出先

・所得税の納税地を変更（※2）する場合の変更届出書の提出先

・給与支払事務所等の移転届出書の提出先

・連結子法人の本店等所在地の異動届出書の提出先

異動等前及び異動等後
の納税地

異動等前
の納税地

・個人事業の開廃業届出書の提出先 納税地及び事務所等所在地 納税地

・法人設立届出等の登記事項証明書添付の要否 必要 不要

平成２９年度 税制改正解説
異動届出書等の提出先の見直し等

（※1）所得税、法人税、地価税、消費税、電源開発促進税が対象

（※2）納税地は原則住所地だが、住所地に代え居所地又は事業場等に変更することその他一定の場合を「変更」という

・納税地に異動等があった場合の異動届出書等の提出が、一部不要になります。

・法人設立届出書等の提出時における登記事項証明書の添付が、不要になります。

・地方税の取り扱いについては上記改正案で明示されていない。各地方自治体に提出する届出書の提出先及び添付書類につ
いては各自治体の条例により取扱いが異なるため、その都度確認が必要である。

１．改正の概要

２．実務上の留意点

３．今後の注目点

・地方税における異動届出書等の提出先が、上記改正案に連動して条例改正される可能性がある。

速 報

76


